
納税のお知らせ納税のお知らせ

納期限：納期限：44 月月 3030 日日 (( 木木 ))

・介護保険料【普通徴収】随 2 期
 ▶高齢者支援課 介護保険料係 ☎ 73-1964( 内 285)

相談コーナー相談コーナー
ふれあい総合相談支援センター
・一般相談 ( 月〜金 /10 時～ 16 時 )
・医療 / 法律相談 ( 要予約 )
・場所：社会福祉協議会 下地支所☎ 76-2270( 代表 )
無料人権相談
・4 月 21 日 ( 火 ) 13 時半～ 16 時

          　　     　　　　　　場所：平良庁舎 1 階会議室
  ・お問合せ：市民生活課　☎ 73-2695
女性相談室
  ・毎週 月〜金 9 時～ 17 時
  ・場所：平良庁舎 4 階 女性相談室   ☎ 73-1947
消費者相談窓口
・平日：10 時～ 12 時 /13 時～ 16 時
 ・場所：市民生活課　☎ 73-2695
   ・消費者ホットライン☎ 188
夜間「暮らしの無料消費者相談」
・日時：4 月 8 日 ( 水 )、22 日 ( 水 )
                              　　　　18 時～ 20 時　※要予約
 ・場所：沖縄県宮古合同庁舎 1 階
                                    　　　行政情報コーナー
・お問合せ：市民生活課        ☎ 73-2695・お問合せ：市民生活課        ☎ 73-2695
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 園芸施設（ビニールハウス等）の
 設置は、補助金が受けられます！ 法テラスの日　無料法律相談会

問  農政課 園芸振興係☎ 76-6840

【交付対象者】次の①～③を満たす者【交付対象者】次の①～③を満たす者
①市内在住で、農業を営む者、または営もう
　とする者
②施設設置が指定期日までに完了できること
　（9 ～ 10 月予定）
③本市の公的義務の納付を果たしていること

【補助対象施設 (2.5a 以上 10a 以内 )】
22mm・25mm パイプハウス（野菜・果樹用）
/ トンネルハウス / 防風垣 / 遮光資材 / 
強化型パイプハウス（果樹用）

【申請書受付期間】
4 月 27 日 ( 月 ) ～ 5 月 22 日 ( 金 )
　　　　　　　　　　17 時まで（期間厳守）

【申請書配布・受付場所】
上野庁舎 農政課 園芸振興係

【補助金額】
補助対象費用の
　　　50% 以内

問  国民健康保険課 賦課徴収係
 　　　　　　      ☎ 73-1973

　法テラスの設立日である 4 月 10 日を記念し、　法テラスの設立日である 4 月 10 日を記念し、
個人向けの無料法律相談会を開催します。個人向けの無料法律相談会を開催します。
相談は、相談は、事前予約制事前予約制となります。となります。
日時：日時：4 月 15 日（水）16 時～ 18 時 ( 要予約 )
場所：場所：宮古島市役所平良庁舎１階
予約：予約：4 月 1 日（水）～ 14 日（火）4 月 1 日（水）～ 14 日（火）
　　　　9 時～ 17 時まで　　　　9 時～ 17 時まで

問  法テラス沖縄　☎ 050-3383-5533

 4 月の夜間臨時窓口開設

宮古島市下水道事業会計が
 新たにスタートします！！

広報 4 月号　1415　広報 4 月号

　　　　　　　　　　17 時まで（期間厳守）
【申請書配布・受付場所】
上野庁舎 農政課 園芸振興係

日時：日時：4 月 9 日（木）、23 日（木）
　　　　　　　17 時 15 分～ 19 時
場所：場所：平良庁舎 2 階　国民健康保険課
取扱業務：取扱業務：●国保税納付相談●国保税納付相談
　　　　　●国民健康保険の届出（加入・喪失等）　　　　　●国民健康保険の届出（加入・喪失等）

＊＊国保税　納め忘れていませんか＊＊＊＊国保税　納め忘れていませんか＊＊
国保税を納め忘れている世帯は、早めに納付国保税を納め忘れている世帯は、早めに納付
して新しい被保険者証に更新してください。して新しい被保険者証に更新してください。
4 月 1 日からはコスモス色にかわります。4 月 1 日からはコスモス色にかわります。 日本脳炎予防接種費用が

 無料になります！

　4 月 1 日から、日本脳炎予防接種費用の自　4 月 1 日から、日本脳炎予防接種費用の自
己負担（1,400 円）を廃止し、全額公費負担己負担（1,400 円）を廃止し、全額公費負担
で接種できるようになりました。で接種できるようになりました。

【対象者（接種日に宮古島に住所があること）】【対象者（接種日に宮古島に住所があること）】
①第 1 期初回・追加：①第 1 期初回・追加：
　生後 6 ヶ月～満 7 歳 6 ヶ月未満　生後 6 ヶ月～満 7 歳 6 ヶ月未満

（標準的な接種期間は、初回が 3 ～ 4 歳未満、（標準的な接種期間は、初回が 3 ～ 4 歳未満、
　　　　　　　　　　　追加は 4 ～ 5 歳未満）　　　　　　　　　　　追加は 4 ～ 5 歳未満）
②第 2 期：9 ～ 13 歳未満②第 2 期：9 ～ 13 歳未満
　（標準的な接種期間は、9 ～ 10 歳未満）　（標準的な接種期間は、9 ～ 10 歳未満）
③特例対象者：③特例対象者：
平成 7 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生ま平成 7 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生ま
れで、20 歳未満の方れで、20 歳未満の方
※『標準的な接種期間』とは、病気にかかり※『標準的な接種期間』とは、病気にかかり
　やすい時期を考慮して決められた期間です。　やすい時期を考慮して決められた期間です。
　できるだけこの期間の早い時期に受けるよ　できるだけこの期間の早い時期に受けるよ
　うにしましょう。　うにしましょう。
※予診票は、標準的な接種期間の時期に郵送※予診票は、標準的な接種期間の時期に郵送
　しています。紛失された方は、健康増進課　しています。紛失された方は、健康増進課
　までご連絡ください。　までご連絡ください。

問  健康増進課 予防係 ☎ 73-1978

窓  

　宮古島市公共下水道事業特別会計・農漁業
集落排水事業特別会計は、地方公営企業法を
適用し、「宮古島市下水道事業会計」を 4 月 1
日より新たにスタートします。
　法適用は、市民の財産でもある下水道施設
をこれからも適切に維持するため財務情報を
整理し、より一層の経営の効率化・健全化に
努めるものです。
　下水道事業の更なる普及率向上と安定した
サービスの提供を行っていくため、
市民の皆さまのご理解・
ご協力をお願いします。

問  下水道課 業務係 
　　　　　　　　　☎ 72-4862

宮古島市男女共同参画計画（うぃ・ずぅプラン）

基本目標
Ⅰ〈啓発・人権〉男女が等しく生きる　
　　　　　権利を保障される社会の実現
Ⅱ〈参　画〉男女が対等なパートナーと
　　　　　　して参画できる社会の実現
Ⅲ〈自　立〉一人ひとりが自立する社会
　　　　　　の実現
Ⅳ〈多様性〉個性と能力を認め合う社会
　　　　　　の実現

問  働く女性の家 
　　　☎ 73-5245

《うぃ・ずぅプランとは》
　誰もが暮らしやすく共に活躍できる男女共同参画社
会の実現を目指し策定された計画です。
　働く女性の家では、「宮古島市男女共同参画推進条例」
の制定、男女共同参画週間やゆいみなぁフェスタでの
意識啓発パネル展、人権啓発として LGBT に関する講
演会等を開催してきました。
　今年度も引き続き「うぃ・ずぅプラン」に基づき、
男女共同参画社会の実現を目指して、関係各課と共に
策定された事業に取り組みます。

宮古島市児童センター休館
 のお知らせ

宮古島市児童センターは、4 月 1 日（水）よ
り休館します。

昭和 55 年の開館から長年市民のみなさまに
ご利用いただいてきましたが、施設の老朽化に
伴いコンクリートの剥離等
があるため、休館中に施設
の耐震診断を行います。
　ご迷惑をおかけします
が、休館の間は近隣の
ひらら児童館等をご利用
いただきますようよろしく
お願いします。

伴いコンクリートの剥離等
があるため、休館中に施設

問  児童家庭課 保育係　☎ 73-1966

※公営企業会計にともなう※公営企業会計にともなう
　下水道料金と支払方法の　下水道料金と支払方法の
　変更はありません。　変更はありません。
　また、市民の皆さまが新たに
手続きを行う必要もありません。手続きを行う必要もありません。

【健全で持続的な事業経営を実現するため】【健全で持続的な事業経営を実現するため】

サービスの提供を行っていくため、

　また、市民の皆さまが新たに　また、市民の皆さまが新たに
 下水道マスコット
キャラクター
【スイスイ】
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